
もう、10月です。早いです。
急に寒さを感じるようになってきました。 
特に朝晩は冷え込みますが、日中はまだ暑さを感じます。
寒暖の差が大きいので、体調管理には十分御留意ください。
秋が深まってきている感じることができます。
夏生まれで、夏が好きな私としては寂しいかぎりです。
そういえば、夏が終わるとはよく言いますが、秋が来た、、
とはあまりいいませんね。何故なんでしょう？と思うのは私
だけでしょうか？台風のシーズンでもありますね。
10月に入ると急に年末までのカウントダウン・モードに入
ります。
途端、年末・年始の予定が気になり出してきます。
クリスマス、おせち料理とか年賀状など。
2015年用の年賀状の発売日は2014年10月30日(木 )
だそうです。ネット予約はもう始まっているとか。
また住所録の見直しをしないと。半日かかるんです。

水痘ワクチン予防接種が10月1日より定期化されていま
す。
定期接種：生後１２ヶ月から３６ヶ月未満
　　　　　（満1歳から３歳未満）
経過措置：生後３６ヶ月から６０ヶ月未満
　　　　　（満３歳から５歳未満）
最近あまり小児をみていませんが、ご希望があれば、予防
接種行います。ワクチンお取り寄せになるため必ず受付に
て予約をお取りください。

インフルエンザ予防接種
本年9月10日、松原市内の小学校でインフルエンザによる
欠席者が16名に達したことが報告されました。
当院でも一名インフルエンザがでています。
時期的に少し早い発生で、季節性インフルエンザのと考え
られますが、新型の可能性も懸念されます。
10月１日よりインフルエンザ予防接種を行います。
１回2500円、２回目は2000円、忠岡町在住の65歳以
上の方は1000円です。
一昨年からWHO推奨を受けて、3歳以上13歳未満は成人
量と同じ0.5ｍｌの二回打ちを推奨しています。
13歳以上は0.5ml接種、一回またはおよそ1-4週の間隔
をあけて2回となっています。
インフルエンザワクチンは打てば必ず発症がおさえられる
というワクチンではありません。 
その役割はかかりにくくすることと、かかっても免疫があ
るために重症化しないことです。
ワクチン接種により死亡者や重症者を減らすことが期待さ
れています。ワクチンの予防効果持続期間はおよそ5カ月
と推定されています。
ワクチンの接種を受けていても、日頃から手洗い・うがい
をきちんと行い、流行時期は人ごみをさけて感染機会を減
らすことが大事です。

iPS細胞を使った臨床治療が開始されました。
「滲出型加齢黄斑変性に対する自家 iPS細胞由来網膜色素上

皮（RPE）シート移植に関する臨床研究」において、平成
26年9月12日に先端医療センター病院にて移植手術を実
施し、その後同院に入院をしていた第一症例目の被験者が、
退院されたことがわかりました。
術後経過は順調だったようで、これからの iPS細胞を使っ
た治療に期待したいです。

昨年11月に事故に遭って以来、少しランニングから遠ざ
かっていましたが、またぼつぼつ再開しました。
でも、まだ5‐10ｋｍ程度走るくらいですが。
足にはまだプレートが入っています。
多少違和感はあるのですが、またランニングを続けること
ができそうです。ランニングできなくなったら、ゴルフで
もしようかなと思っていましたが、まだゴルフはしなくて
もすみそうです。
トレーニングは開始していますが、もう少し身体を絞らな
いといけません。泉州マラソンには応募しました。でも、
今年から抽選になったので、出場できるかどうかはまだわ
かりません。

10月1日は当院の開院記念日です。
平成12年に継承し、今年開院14年目になります。
これからも皆様のご意見をお聞きしつつ、ご利用していた
だける方の健康管理・満足度の向上に努めていきたいと思
います。

また月一回の院内報だけでなく、新しいメディア、ツィッ 
ター、フェースブック、LINEなどを利用した情報発信を3
年前から画策してます。最近ツィッターに投稿したら、
フェースブックに転送される方法を教えていただきました。
また医療情報など投稿してみたいと思っています。
情報発信システムの構築は自力では時間的に無理なことが
判明していますので（内容を投稿するだけ）、またどなたか
の力を借りて始めてみたいと考えているところです。

予約システムはまだ導入できておらず、御迷惑をおかけし
ます。まだ業者選定中です。できるだけ早く導入しようと
思っています。新しいシステムが入るまでは、電話での予
約をお願いします。
※ 診療時間中と月～金の12：00 ～ 17：00の間にお願
いします。

エボラ出血熱は拡大の様子をみせていますね。
アメリカにも患者がでたとか。
日本の富士フイルムのグループ会社が開発したインフルエン
ザの治療薬「ファビピラビル」に期待がかかっているようで
す。

★休診のお知らせ★

水曜の午後診療を休診として、保健所に届けることにしまし
た。御迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
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先日の敬老の日
平成26年９月15日時点で100歳以上となる
高齢者は５万4397人で過去最多を更新したこ
とが厚生労働省の調査で分かりました。
100歳以上の人数は調査が始まった1963年
が153人でしたたが、98年に１万人を超え、
昨年に５万人を突破。
近年は１年に３千～４千人台のペースで増えて
います。
ちなみに、2013年の日本人の平均寿命は男性
80.21歳、女性86.61歳で、いずれも過去最
高を更新し、男性が初めて80歳を超えました。
女性は２年連続世界一、男性は前年の５位から
４位に上昇しています。長寿国ですね。
また、日本は、諸外国に例をみないスピードで
高齢化が進行しています。
　65歳以上の人口は、現在3，000万人を超
えており（国民の約４人に１人）、2042年の
約3,900万人でピークを迎え、その後も、75
歳以上の人口割合は増加し続けることが予想さ
れています。
また、少子化は進む一方。
　このような少子高齢化の状況の中、団塊の世
代（約800万人）が75歳以上となる2025
年（平成37年）以降は、国民の医療や介護の
需要が、さらに増加することが見込まれていま
す。
これは、何が問題なのかというと高齢者の医療
費・介護費が増大し、国家の財政を圧迫するこ
とです。さらに、今後病院の病床が増えない方
針のため、今では80％以上の方が病院で亡く
なっていますが、多死時代を迎えることにより
病院でのベッドが足りなくなる可能性があると
いうことも問題になっています。
　このため、厚生労働省においては、2025年

（平成37年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と
自立生活の支援の目的のもと、2014年6月に
社会保障制度改革に関する法案

「地域における医療及び介護の総合的な確保を
推進するための関係法律の整備等に関する法
律」を成立させました。
この中で、地域における医療及び介護の総合的
な確保を推進することと、地域包括ケアシステ
ムの構築を推進することが謳われています。
医療に関する法律はこの10月から施行されて
います。

地域包括ケアシステムとは

地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り住
み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、医療、介護、
介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援

が包括的に確保される体制のことをいいます。
具体的には図に示すように、住まいを中心とし
て、介護予防のサービスを受けながら、必要が
あれば介護、医療が必要であれば、かかりつけ
医の診療を受け、急性の病気が発症すれば病院
に、急性期を脱すればまた地域にもどる、とい
う一体型のサービスを提供するものです。
地域包括ケアシステムでいう地域とは、概ね
30分以内に行ける地域（中学校区を目安）が
想定されています。

地域包括ケアシステムという言葉は、は広島の
公立みつぎ病院の山口先生が昭和59年に初め
て使われました。
寝たきりゼロ作戦として医療だけでは駄目で、
地域全体で高齢者をみる必要がある、と始めた
ものが最初とされています。
地域包括ケアの研究会初年度（平成20年）には，
介護のみならず医療・予防・住まい・生活支援
を同じサイズの円で描いた，
いわゆる「5 輪の花」
図が報告書で提示
されました。

その後、研究の変遷を経て、現在は植木鉢図と
呼ばれる図が地域包括システムの概念図として
提示されています。
必要な構成要素を概説します。



 

【本人・家族の選択と心構え】：土壌・土台

単身・高齢者のみ世帯が主流になる中で、在宅生活を選択す

ることの意味を、本人家族が理解し、そのための心構えを持

つことが重要。

【すまいとすまい方】：植木鉢

生活の基盤として必要な住まいが整備され、本人の希望と経

済力にかなった住まい方が確保されていることが地域包括ケ

アシステムの前提。

高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守られた住環境が必要。

自宅だけでなく、サービス付き高齢者住宅のような施設も視

野にいれています。

【生活支援・福祉サービス】：土

心身の能力の低下、経済的理由、家族関係の変化などでも尊

厳ある生活が継続できるよう生活支援を行う。

生活支援には、食事の準備など、サービス化できる支援から、

近隣住民の声かけや見守りなどのインフォーマルな支援まで

幅広く、担い手も多様。

生活困窮者などには、福祉サービスとしての提供も。

【介護リハビリテーション・医療・予防】：葉

個々人の抱える課題にあわせて「介護・リハビリテーション」

「医療・看護」「保健・予防」が専門職によって提供される（有

機的に連携し、一体的に提供）。

ケアマネジメントに基づき、必要に応じて生活支援と一体的

に提供。

上記により提供されるシステムが地域包括ケアシステム、言

い換えればケア付きコミュニティの創設です。

「財政危機下」の「人口減少下の少子高齢社会」において、高

齢者を在宅で支える社会システムとしての「地域包括ケアシ

ステム」そこでの満たすべき条件を再整理すると、おおむね

以下のようになります。

①医療が必要な高齢者や重度の要介護高齢者についても、可

能な限り在宅で生活できるよう支えるシステム

②一人暮らし高齢者や、虚弱な長寿高齢者を在宅で支えるシ

ステム

③長寿化に伴い、増加が見込まれる「認知症高齢者」を在宅

で支えるシステム

④ 入院しても、円滑に退院が可能となるシステム

⑤ 在宅での看取りができるシステム

⑥ 利用者や家族のＱＯＬの確保 ができるシステム

このようなことをどうやって構築していくのか、ひとつひと

つ今後考えていく必要があります。

在宅での看取りができるシステム構築、については11月29

日土曜日午後１時半から泉大津市民会館で人生最期のとき、

あなたはどこで暮らしたいですか？という市民公開講座があ

り、そこで私も発表します。

また、来月か再来月の院内報に書く予定です。

地域包括ケアシステム、どこが主導となるか？厚生労働省は

市町村・いわゆる行政と考えていますが、大阪府医師会は地

区医師会が主導となるべきと提言しています。

大阪府医師会では地区医師会に地域医療連携室を設定して、

急性期病院、地域包括支援センター、施設、在宅医、訪問看

護などを提供するシステムを考えています。

私も委員の一人として参加する大阪府医師会の介護・高齢者

福祉委員会の会長諮問事項が、地域包括ケアシステム構築に

向けた医師会が担うべき役割と課題について、となっており、

この2年間で検討されることになっています。

また、地域においても、泉大津市医師会の在宅担当理事として、

医療介護の資源を把握し、医療介護・急性期病院とかかりつ

け医の連携のことを今後のことを考えていかないといけませ

ん。

また、ご意見がありましたら、お聞かせいただくようお願い

します。

特  集 ： 地域包括ケアサポート
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編集後記

かかりつけ患者さん募集中

最近の医療は病気の診療だけではなく、病気の予防、早

期発見、初期治療に重点が置かれています。

そのためには、「かかりつけ医」として日常的に気軽に診

療や健康診断を受けることができる医院を目指すことが

大切だと考えます。

当院では「かかりつけ患者」として下記に同意していた

だける方を募集しています。興味がございましたらスタッ

フまでお尋ねください。

　

　　何をしてくれるの？

●慢性疾患に対しては診療ガイドラインに沿った一般的

　な指導・治療を行います。

　うまく管理できないときは専門医紹介し、治療方針を

　たてています。

●頻回に診させていただくことにより、重大な疾病の早

　期発見に努めます。

●何でも気軽に相談できる雰囲気づくりに努めます。

●守秘義務は守りますが、かかりつけ患者さんの情報を

　できるだけ把握する様努めます。

●診療内容はわかりやすく説明しますが、その他に診療

　ノート ( 私のカルテ ) を発行します。

●急変時・救急受診が必要な際には当院に連絡下さい。

　搬送先への連絡・紹介状の用意を速やかに行います。

　24 時間対応です。

●他院受診が必要な場合は患者さんに最も適した病院を

　紹介します。

　紹介先確保のための情報収集はいつもしております。

　　 かかりつけ患者になるには？

慢性疾患をお持ちで、月に一度は当院に定期的に受診さ

れる方のうち、下記の項目に同意していただける方です。

●現在他の内科診療所に定期受診されていないこと

　( 病院の専門科・専門科の診療所受診は除く )

●他院受診のデータを当院で管理させて下さること

●既往歴、家族歴などあらゆる情報を当院に教えていた

　だけること ( 他に　職業歴・予防接種歴・生活パターン・

　家族構成・趣味・嗜好・服用薬・ 服用健康食品・受診病院・

　整骨院などの施設受診など )

●主治医意見書を当院で作成すること

●他の病院、診療所を受診される場合、当院の紹介状を

　持参してくださること

●身体で何か異常が起こればまず当院に相談してくださ

　ること。

以上を納得され、書面にサインしていただける方を当院

のかかりつけ患者として登録させていただきます。

現在のところ、何かあれば当院に受診される方、住民検

診などを当院で受ける方はかかりつけ患者の範疇にはい

れていません。風邪をひいたら、今回はあそこの診療所、

次回は○○病院という方もご遠慮いただいています。

かかりつけ患者になって総合的に管理してほしいと思わ

れた方がいらっしゃいましたら

お気軽にスタッフまでお声をおかけ下さい。

　　　

院内報、１日発行を目標としていますが、

今回 10 日近く遅れてしましました。

理由は特集でとりあげた地域包括ケア

システムの資料が膨大だったため、

消化するのに時間がかかったためでした。

また来月からは１日発行とするよう頑張

ります。


